
監査報告書

寄付行為第15条各号の規定により、令和2年5

月25日午前10時より、エスコーラ・パラレロ各

種学校会議室において、石井ジョアナ　フアスティ

ノ理事長立ち会いのもと、学校法人の業務及び財産

の状況について厳正に監査した結果、適正に執行さ

れていることを確認いたしましたので報告申し上げ

ます。

令和2年5月25日

監事　山田　裕

監事　大概　恵



学子第714-1号

令和2年5月22日

諾馬県生活こども部

私学・子育て支援課長　上原

学校法人理事長　様

令和元年度財務計算書類への公認会計士又は監査法人の監査報告書の

添付免除許可について(通知)

このことについては、別添指令書のとおり許可されました。

担当　私学振興係　田村

電話　027-226-2142



群馬県指令学子第714-1号

太田市能舞町2743番地2

学校法人エスコーラ・パラレロ

令和2年4月　4　目付けで申請のありました令和元年度財務計算書類への

公認会計士又は監査法人の監査報告書の添付免除については、群馬県私立学校教育振

興費補助金交付要綱第7条第2項ただし書の規定により、許可します。

令和2年5月22日

群馬県知事　山本　一



履歴事項全部証明書

群馬県大田市龍舞町2743番地2

学校法人エスコーラ・パラレロ

会社法人等番号 �0700-05-008781 

名　称 �学校法人エスコーラ・パラレロ 

主たる事務所 �群馬県太田市龍舞町2743番地2 

法人成立の年月日 �平成25年12月27日 

目的等 �目的及び事業並びに設置する私立各種学校の名称 
この法人は　教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、日本国 

内に居住するブラジル連邦共和国民の子弟に、本国におけると同様の教育機 

会を提供するとともに、併せて日本語及び日本国の風俗、歴史、文化等を学 
ぶことによって両国の友好、親善に寄与すべき人材を育成することを目的と 

する。 
この法人は　その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を 

行う。 

①　書籍・文房具小売業 
この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。 

①　エスコーラ・パラレロ各種学校 

目的及び事業並びに設置する私立各種学校の名称 
この法人は　教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、日本国内 

に居住するブラジル連邦共和国民の子弟に、本国におけると同様の教育機会を 

提供するとともに、併せて日本語及び日本国の風俗、歴史、文化等を学ぶこと 
によって両国の友好、親善に寄与すべき人材を育成することを目的とする。 

この法人は　その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行 

う。 

(D　書籍・文房具小売業 
この法人は　その目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。 

①　ェスコーラ・パラレロ各種学校 
この法人は　教育研究事業に付随する事業として、次に掲げる保育所を設置 

する。 

①　パラレロ保育園 
令和　2年1月14日変更　　令和　2年1月21日登記 

役員に関する事項 �群馬県大田市新井町82番地1スターマンショ 
ン工工B-9号 

理事長　　　　　石井ジョアナプアスチイノ 

詳馬県大田市下小林町10番地32 �平成27年　1月24日住所 

理事長　　　　　石井ジョアナプアスチイノ �移転 

平成27年　3月　7日登話 

整理番号　テ524423　　*　下線のあるものは抹消事項であることを示す。　　　1/2



詳馬県大田市能舞町2743番地2

学校法人エスコーラ・パラレロ

資産の総額 �金3332万8372円 

平成28年　3月31日変更　　平成28年　5月30日登話 

金3574万3967円 

平成29年　3月31目変更　　平成29年　5月29日登誕 

金2896万6121円 

平成30年　3月31日変更　　平成30年　5月30日登記 

金2921万9979円 

平成31年　3月31日変更　　令和1年　5月30日登記 

金2984万1599円 

令和　2年　3月31日変更　　令和　2年　6月　3日登託 

登話記録に関する �設立 

事項 �平成25年12月27日登記 

これは叢話簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明

した書面である。

(前橋地方法務局管轄)

令和　2年　6月　8日

前橋地方法務局太田支局

登記官 山　岸　英　語

請経理穎
縮緬肩香
田南扇登
記画聖茎
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